令和７年度甲種防火管理再講習案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花巻市消防本部
１　甲種防火管理再講習について
　　この講習は、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３条第１項の規定に基づく甲種防火管理再講習です。
２　講習対象者について
　　特定防火対象物のうち、全体の収容人員が３００人以上の甲種防火対象物で防火管理者に選任されている方のう
ち、前回受講した甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した翌年の４月から５年以内の方です。
３　講習の実施日及び定員等について
	講習種別
	実施日
	定　員
	場　所

	甲種防火管理再講習
	令和８年１月22日（木）
	20名
	花巻市花城町１番４７号
花巻市生涯学園都市会館（まなび学園）　
２階ＡＶルーム


４　講習時間及び講習事項について
	
	時　間
	科　目

	甲種防火管理再講習
	　９：１５～　９：３０（１５分）
	受付

	
	　９：３０～　９：４０（１０分）
	受講案内等

	
	　９：４０～１０：４０（６０分）
	防火管理上の留意点

	
	１０：５０～１１：５０（６０分）
	火災事例等に基づく防火管理対策

	
	１１：５０～１２：１０（２０分）
	質疑応答・修了証交付


５　受講について
(1) 裏面をご確認いただき、書面申請またはWEB申請にてお申込みください。
(2) 受講申請の受付は、令和７年12月１日（月）から開始し、令和７年12月22日（月）で締め切ります。なお、定員に達した場合には、締切日前でも受付を終了する場合がございます。
(3) 受講申請する際には甲種防火管理講習を修了したことを証する書類等の写しを添付してください。
６　講習テキストについて
　　講習では次のテキストを使用します。なお、このテキストは講習当日に講習会場において図書取扱業者が販売します。代金は講習当日、原則現金にてお支払い願います。
講習テキスト：図説防火管理再講習　税込み価格：1,600円（東京法令出版株式会社）
７　修了証の交付について
この講習は、消防法施行令第３条第１項の規定に基づく講習で、講習科目及び時間数は法令等の定めるとこ
ろにより実施することから、全課程を受講しなければ修了証の交付を受けることができません。また、遅刻や
講習中の入退室がある場合についても、修了証を交付できない場合があります。
８　その他
(1) 講習時間中は、携帯電話の使用を禁止します。また、電話等の呼び出しはできません。
(2) 車で来場する際は、生涯学園都市会館の駐車場をご利用ください。
(3) 会場敷地内は禁煙です。
【お問い合わせ先】
	花巻中央消防署　（TEL０１９８－２２－６１２３）
	東和分署　（TEL０１９８－４２－２１１９）

	花巻北消防署　（TEL０１９８－４５－２１１９）
	大迫分署　（TEL０１９８－４８－２０３０）


裏面
甲種防火管理再講習受講申請の方法
◎　申込期間
令和７年12月1日（月）～12月22日（月）
◎　書面申請
　①　「甲種防火管理再講習申請書」に必要事項を記入する。
　　　申請書の用紙は消防本部予防課、各消防署、各分署（以下消防本部等）にて配布しております。また、様式のデータを花巻市ホームページに掲載されておりますのでダウンロードの上、ご使用ください。
　②　記入済みの①と甲種防火管理新規講習修了証の写しを（消防本部等）へ直接持参する。
　③　窓口で甲種防火管理再講習受講票（申請書の半券）を受け取る。
　④　受講当日、甲種防火管理再講習受講票を持参し、受付する。
◎　WEB申請
　①　申請フォームへアクセスし、必要事項を入力の上申請する。
　　　(甲種防火管理新規講習修了証の写真データを添付していただきますので、修了証を御準備ください。)
　②　申込時に発行された、受講番号をメモする。（スクリーンショット可）
　③　受講当日、受付にて係員に受講番号を伝えて受付する。
　※　受講番号が確認できない場合は受付時に時間を要する場合がございます。
◎　申請フォーム（LoGoフォーム）
URL：https://logoform.jp/form/NbAs/858616
（下記の二次元コードをスマートフォン等で読み取ってアクセスすることができます）
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◎　開催案内等掲載場所（花巻市ホームページ）　※　ホームページの公開は申込期間開始の当日となります。
URL：https://www.city.hanamaki.iwate.jp/syoubou/1018502/1020030/1022808.html
（下記の二次元コードをスマートフォン等で読み取ってアクセスすることができます）
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◎　甲種防火管理再講習受講のタイミング（お困りの場合は消防へお問合せください）
１　告示で定められている受講義務者
　　収容人員が３００人以上の特定防火管理者において、防火管理者に選任されている甲種防火管理新規講習修了者。
　　※　乙種防火管理講習修了者を防火管理者に選任できる部分の防火管理者を除く。
　注１　収容人員は防火対象物全体の収容人員です。
　　　　複数の事業所がある建物では、各事業所の収容人員の合計で算定いたします。
　注２　消防団員、学識経験者等の要件で防火管理者に選任されている方は再講習の受講を要しません。
２　告示で定められている受講期限
　①　防火管理者の選任日が講習修了日から４年以内の場合→講習修了日以後の最初の４月１日から５年以内
　②　防火管理者の選任日が講習修了日から４年を超えている場合→選任日から１年以内
　③　再講習修了日から最初の４月１日から５年以内

